
受検料は、以下のどちらかの方法で納付してください。

①『群馬県証紙』を購入して入学願書に貼付する。

②『払込書』により金融機関に払込み、「領収済証明書（申請書等貼付用）」を入学
願書に貼付する。

①住所・氏名等の記入欄が４か所あります。４か所とも記入してください。

②払込書の裏面に記載されている金融機関で、受検料の払込みができます。

③払込み後の「払込書・領収証書」と「領収済証明書（申請書等貼付用）」を切り離
し、「領収済証明書（申請書等貼付用）」を入学願書に貼付してください。

④払込み後の「払込書・領収証書」及び「領収済証明書（申請書等貼付用）」は再
発行できませんので、大切に保管してください。

⑤入学願書の提出時期・方法等は、各中学校等の指示に従ってください。

※領収済証明書（申請書等貼付用）を紛失すると、入学願書の提出及び還付をす
ることができません。

⑥受検料を納付した領収済証明書は、入学料の一部としては使えません。

払込書により受検料を納付する際の注意事項

県立高等学校を受検する

受検生・保護者の方へ

この部分を入学

願書に貼付する

見 本


